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議案第１号  

 

我孫子市教育委員会事務局職員の懲戒処分について  

 

   地方公務員法第２９条第１項の規定に基づき、生涯学習部付け主査長田中喜

之を懲戒免職とする。  

 
平成３１年４月２２日提出 

 

                          

我孫子市教育委員会  

教育長 倉  部 俊 治  

 
提案理由 

被処分者は、平成２２年度から平成２９年度までの間、市民文化祭舞台

演出に係る委託費として市民文化祭実行委員会の通帳から引き出した現

金のうち計 4,348,080 円を請負業者に支払わず横領し、自身の生活費や遊

興費の一部に充てた上、その穴埋めを意図して、請負業者に偽った請求書

の件名を指定し作成させ、その請求に基づき作成した支出決議票により、

計 4,348,080 円を本来支出すべきでない市の予算から支出した。なお、横

領した 4,348,080 円については、平成３１年４月１７日付けで全額返済さ

れている。  

また、平成３０年度の市民文化祭舞台演出に係る委託費として市民文化

祭実行委員会の通帳から引き出した現金のうち、請負業者に直ちに支払う

べき 524,880 円を紛失（後日発見され返還）した上、紛失の発覚を防ぐた

め、直属の上司である課長補佐の印鑑を許可なく使用し作成した支出決議

票により、平成３１年１月３１日に２件、２月７日に１件の計３回に分け

て計 524,880 円を本来支出すべきでない市の予算から支出した。  

以上の行為は、地方公務員法第３２条に規定する法令等遵守義務及び同

法第３３条に規定する信用失墜行為の禁止に違反するものである。  

よって、同法第２９条第１項の規定に基づき、懲戒免職処分とする。  


